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（契約業務）

地価の個別化・多極化に対応した鑑定評価手法の検討業務報告書（令和2年3月国土交通省土地・建設産業局）より抜粋・加工

１．一般的な不動産鑑定評価業務のフロー



3地価の個別化・多極化に対応した鑑定評価手法の検討業務報告書（令和2年3月国土交通省土地・建設産業局）より抜粋・加工

ちなみに
資料の種類は
・確認資料
・要因資料
・事例資料
に大別される



4地価の個別化・多極化に対応した鑑定評価手法の検討業務報告書（令和2年3月国土交通省土地・建設産業局）より抜粋・加工



5地価の個別化・多極化に対応した鑑定評価手法の検討業務報告書（令和2年3月国土交通省土地・建設産業局）より抜粋・加工



6地価の個別化・多極化に対応した鑑定評価手法の検討業務報告書（令和2年3月国土交通省土地・建設産業局）より抜粋・加工

都市計画課など

上下水道課など

建設課など

教育委員会など

その他、ハザードマップの確認、学区の確認など



7地価の個別化・多極化に対応した鑑定評価手法の検討業務報告書（令和2年3月国土交通省土地・建設産業局）より抜粋・加工



8地価の個別化・多極化に対応した鑑定評価手法の検討業務報告書（令和2年3月国土交通省土地・建設産業局）より抜粋・加工

近隣地域や類似地域は不動産鑑定士の判断により設定されるもので、
状況類似地区と必ず一致するわけではない。
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取引事例価格×事情補正×時点修正×標準化補正×地域格差×個別格差＝比準価格

地価の個別化・多極化に対応した鑑定評価手法の検討業務報告書（令和2年3月国土交通省土地・建設産業局）より抜粋・加工

街路条件、交通接近条件、環境条件、行政的条件、画地条件
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マンション素地や
分譲地素地の場合

賃貸市場が成立し、かつ
収益物件の想定が可能な場合

地価の個別化・多極化に対応した鑑定評価手法の検討業務報告書（令和2年3月国土交通省土地・建設産業局）より抜粋・加工

  原価法
（間接法）

 素地価格 

造成工事費

熟成度修正

有効宅地化率

造成事例

　事情補正
　時点修正
標準化補正
　地域格差

付帯費用

積算価格

更地の場合
適用例は僅か

   価格の３面性   …  市場性   収益性        費用性
   求める方式 …  比較方式         収益方式 積算方式 
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取引事例価格×事情補正×時点修正×標準化補正×地域格差×個別格差＝比準価格

地価の個別化・多極化に対応した鑑定評価手法の検討業務報告書（令和2年3月国土交通省土地・建設産業局）より抜粋・加工

・ 歩道、舗装… ・ 圏域の中心、公共施設…

・ 上下水道・ガス…
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取引事例価格×事情補正×時点修正×標準化補正×地域格差×個別格差＝比準価格

地価の個別化・多極化に対応した鑑定評価手法の検討業務報告書（令和2年3月国土交通省土地・建設産業局）より抜粋・加工
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取引事例価格×事情補正×時点修正×標準化補正×地域格差×個別格差＝比準価格

地価の個別化・多極化に対応した鑑定評価手法の検討業務報告書（令和2年3月国土交通省土地・建設産業局）より抜粋・加工
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２．固定資産標準宅地の鑑定評価業務フロー

令和６年度評価替え（価格時点令和５年１月１日）の場合

   令和４年夏まで 契約業務

  ４年夏から秋まで 資料収集、標準宅地の確認作業
       ⇒現地調査は自治体担当者が同行する場合も
       ⇒担当自治体の協力で各種インフラ資料等を収集

  ４年秋から冬まで 地域分析・個別分析・取引事例調査及び内容整理
       ⇒収集資料を基に作業し「標準宅地調書」に反映
       ⇒並行して取引事例の調査・分析

   ５年１月以降 手法の適用・評価書作成
       ⇒本格化するのは令和５年地価公示の評価書提出後

   ５年３月まで 成果物となる鑑定評価書を製本・納品



発行年月日

Ⅰ.基 本 的 事 項 及 び 鑑 定 評 価 額 等

不動産の種別・類型

氏　　　名

第

価    格    時    点

提　出　先

資　　　格

鑑定評価の依頼目的

価   格  の  種   類

評    価    条    件

関与不動産鑑定士及び
関与不動産鑑定業者に
係 る 利 害 関 係 等

鑑定評価を行った日

評価対象不動産の確認

花 巻 市 長  様

令和 5年 3月 27日

２３０３０２ 号

盛岡市本町通１丁目１０番７号

服部不動産鑑定株式会社

不動産鑑定士

令和 5年 1月 1日

更地として

末尾別紙のとおり

正常価格

本件鑑定評価は、上記依頼目的及び条件により、現実の社会経済情勢の下で合理的と考
えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格を求め
るものであり、求める価格は正常価格である。

令和 5年 3月 13日

無 ・ 有 （
　　　　　

）
　

実 地 調 査 日

確認に用いた資料

照 合 の 結 果

令和 4年 9月 26日ほか

貴庁資産税課備付の資料 外

上記確認資料と照合し、一致を確認

固定資産税標準宅地の適正な時価を求めるための基礎資料

発行番号

鑑定評価の依頼目的及び

条件と価格の種類との
関　　　　　　　　係

不動産鑑定業者の
住所・名称

実地調査を行った　
不 動 産 鑑 定 士 服部幸司

立 会 人 の 氏 名 
及　 び 　職 　業 立会人なし

実　地　調　査　を
行　っ　た　範　囲 接面街路から目視可能な範囲

実地調査の一部を実
施できなかった場合
にあってはその理由

対象不動産内部への立入りが困難であったため

標準宅地番号(1) (2) (3) (4) (5)所　 在　 及　 び　 地　 番

（　 住　 　居　 　表　 　示　　）

１平方メート
ル当たり標準
価格

鑑　　定　　評　　価　　額

総　　　　額 １平方メートル当
たり価格

地　　積

東和町土沢５区１８１番
円/㎡円円/㎡

7F148

－

15,00015,000 4,520,000

( )

301.55

㎡

(様式1)

鑑　　定　　評　　価　　書

1No.

・

・

・

(    %)

直接法

[      ]60.0

東和町安俵６区

東和町土沢８区
[      ]／

16,563

[      ]100

100

[      ]80.0 [      ]76.5

100

地　積

(1)標準宅地番号 (2)所在及び地番（住居表示） (3)地積

所在

㎡

取 引 事 例 比 較 法

ａ

ｂ

ｃ

取引時点 取引価格 事情補正 推定価格時点修正 建付減価の
補正

事例地の個
別的要因の
標準化補正

地域要因の
比較

7F148 301.55
東和町土沢５区１８１番

東和町土沢８区

378.82

381.87

298.46

元

元

2

5

12

3

11,351

6,547

13,905

100

100

[      ]

100

89.3

[      ]

100

92.8

[      ]

100

92.9

100

100

[      ]／

100

[      ]70.0

100

[      ]／

100

[      ]100

[      ]110.6

100

14,466
[      ]

100

12,918
[      ]83.5

100

98.8

(㎡) 年 月 (円/㎡)

10No.Ⅱ.鑑定評価額の決定の理由の要旨(その1)

1.標準価格の査定

－( )

[    ] 100

[    ]

100

[    ]

[    ]

(28) (31) (35)(29) (30) (33) (34) (37) (42)(38) (39) (41) (43)

原 価 法

区分

間接法

素地の
取得原価

事情
補正

時点
修正

造成
工事費

事情補正及び
標準化補正

時点
修正

付帯
費用

事情補正及び
標準化補正

時点
修正

有効宅地化率
で除した価格

((32)+(36)+(40))÷
有効宅地化率

地域要因
の比較

再調達原価
(41)×(42)

100 [    ] 100

[    ]

100

[    ] 100
100

(円/㎡) (円/㎡) (円/㎡) (円/㎡) (円/㎡)

(32)補修正後の価格

(29)×(30)×(31)

(36)補修正後の価格

(33)×(34)×(35)

(40)補修正後の価格

(37)×(38)×(39)

（様式2）

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

(円/㎡)

(7)×(8)×(9)×(10)×(11)

(円/㎡)
(14) 比準した価格
（12）×（13）

(円/㎡)

1㎡当たり比準価格(16)

15,000

15,500

14,600

ａ

ｂ

ｃ

1㎡当たり比準価格決定の理由の要旨(15)

15,000

左記の通りの試算価格が求められた。
一部に取引事情を含む事例を採用せざるを得なかったが、補修正や地域要因の
比較を適切に行うことができ、地域要因の比較も妥当な範囲で行われているこ
とが認められた。
よって、各試算価格を相互に関連づけて、比準価格を右記のとおり決定した。

総費用

収 益 還 元 法（ 直 接 法 ）

(円)

総収益 純収益
(17)-(18)

建物等に帰属
する純収益

標準的画地
の純収益
(19)-(20)

未収入期間修正後の
標準的画地の純収益

(21) ×α

還元利回り
(r －ｇ)

(17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

収益価格
(22)÷(23)

(24)

標準的画地
の地積(㎡)

(26)

1㎡当たり収益価格

(27)（25）収益価格を求めることができなかった場合にはその理由

　自用の住宅等がほとんどで、賃貸市場が成立していないため。

（α=　 　 　　)

(円) (円) (円) (円) (円) (%) (円)

（r=　 　　)

（g=　 　　)

(円/㎡)
(24)÷(26)

[    ]

(46)1㎡当たり積算価格(44)
熟成度修正

(45)1㎡当たり積算価格を求めることができなかった場合にはその理由

100

　適切な造成事例を得られないため。 (43)×(44)
(円/㎡)
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＜標準宅地の鑑定評価書の例＞



対象標準宅地は地域の標準的画地と同様と認めら
れる。

(1)標準宅地番号 (2)所在及び地番（住居表示） (3)地積

㎡
7F148 301.55

東和町土沢５区１８１番

11No.Ⅱ.鑑定評価額の決定の理由の要旨(その2)

－( )

年

(52)(47) (48) (49) (50) (51)

標準地

補正項目
補正率の内訳

年

標(基)準地
番号

公示(基準)価格

月

個別的要因の
標準化補正

時点修正

(円/㎡)

規(比)準価格地域要因の比較

基準地 月

花巻

3

地域要因 -4.4

16,000

令和4 1

15,000街路条件
交通・接近条件
環境条件
行政的条件

 3.0
 1.0
-3.0
 1.0

補正項目
補正率の内訳

[      ]

100

95.6

[      ]

100

[      ]100

100

[      ]

100

[      ]101.9

100

[      ]

100

(48)×(49)×(50)×(51)

(円/㎡)

公示(基準)価格を規(比)準とした価格

同一需給圏は、花巻市東和町の住宅地域一円である。需要者は東和町に地縁・血縁等を有する住民が中心で、東和町外からの転入者
は少ない。東和町では東北本線沿線の圏域等への人口流出による社会的人口減及び高齢化の進展による自然的人口減が続き、全般的
な住宅地の需要は低調である。こうした状況から土地取引は少なく、中心となる総額での価格帯は見いだせない状況にある。

（53）市場の特性

比準価格は東和地区を始めとする圏域内で取引された取引事例から求めた価格であり、市場動向を反映した実
証性の高い価格である。収益価格については自用の建物が中心の地域のため試算しなかった。従って、複数の
取引事例から得られた信頼性の高い比準価格をもって、地価公示標準地価格から規準した価格も踏まえたうえ
で標準価格を下記のとおり査定した。

（54）試算価格の調整と標準価格の査定

15,000

(55)

1平方メートル当たり
標準価格 

(円/㎡)

2.鑑定評価額の決定

標準価格に対して個別的要因に基づく
格差率を乗じて標準宅地の単価を求め
た。これに面積を乗じたうえで、対象
となる標準宅地の鑑定評価額を掲記の
通り決定した。

鑑　定　評　価　額

総　　　額 1平方メートル
当たり価格

4,520,000 15,000個別的要因の格差率の内訳

(57)

①標準価格
(円/㎡)

③
(円/㎡)

②個別的要因
の格差率

③（①×②）
(円/㎡)

④地積
(㎡)

⑤総額（③×④）
(円)

× ＝15,000 15,000

15,000 × 301.55 ＝ 4,520,000

(58)

（56）評価対象地(対象標準宅地)の鑑定評価額の決定

[      ]

100

100

(円/㎡)(円)

（様式3）

－

－

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

１低専 ２低専 １中専 ２中専 １住居 ２住居 準住居 田園住

直線

直線

直線

直線

直線

道路

道路

道路

道路

道路ｍ

南西 約 3.3

（40）高低差

約

約

約

約

700

190

200

650

(

(

(

(

高度商業地域

（8）道路の系統・連続性　

（7）道路の種別

交
通
・
接
近
条
件

（様式4）

佐藤　五郎

国道

普通優

容積率(指定・基準)

（6）道路幅員・舗装の有無 

（9）その他

（10）最寄駅への距離

（11）最寄バス停への距離

（12）圏域の中心(住宅地域)

（13）商業中心への接近性(商業地域)

（14）幹線道路への距離(工業地域)

（16）供給処理施設

（15）その他

（17）公害・嫌悪施設の影響（住宅地域）

（18）自然的状態（住宅地域）

（19）地域の種別（商業地域）

（20）土地区画整理事業・市街地再開発事業等　

（21）その他

街
路
条
件

環
境
条
件

行
政
的
条
件

（22）区域

（23）用途地域

（24）容積率等

（25）防火規制

（26）その他

（27）地積　（㎡）

（29）間口　（ｍ）

（32）高低差

（30）接面関係

（33）その他

（34）標準的使用

標
準
的
画
地

（35）地積　　（㎡）

（28）形状

（31）奥行　（ｍ）

％ ％ ％指定建ぺい率

(幅員) ｍ (舗装) 有 無

)

）

線 駅

バス停

から

から

から

上水道 下水道 都市ガス

有

（施設名

有

60 200 160

300.00

15.0

20.0 等高 ）  

一般住宅の敷地

301.55

14.0

21.0

一般住宅の敷地

一般住宅の敷地

土沢中町

東和総合支所

ベルプラス東和店

ＪＲ釜石 土沢

東６０ｍ、西５０ｍ、南６０ｍ、北６０ｍ

無

路線名（

(1)標準宅地番号 (2)所在及び地番（住居表示）　　 (4)地積　　

㎡

7F148 301.55
東和町土沢５区１８１番

No.標　準　宅　地　調　書

－( )

(3)所有者名　　

1.近隣地域の状況（標準価格査定の根拠）

・ ・ ・ 私道 ・ その他 (都道府県道 市町村道

・ )(

・ )

・ )

・ )

・ )

無 有 無 有 無

)

平坦地 高台地 低地 傾斜地 埋立地 その他･ )(･ ･ ･ ･

準高度商業地域 普通商業地域 近隣商業地域

郊外路線商業地域 その他

･ ･ ･ ･

･ )(

施行済 施行中 未施行 事業計画なし･ ･ ･

市街化区域 ･ 市街化調整区域 ･ 非線引都市計画区域 ･ 準都市計画区域

都市計画区域外

･

･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

商業 ･ 準工 ･ 工業 ･ 工専 ･ その他 )(

防火地域 準防火地域･ 無･

正方形 ･ ほぼ正方形 ･ 長方形 ･ ほぼ長方形 ･ ･台形

ほぼ台形 ･ 不整形 ･ ほぼ整形

正方形 ･ ほぼ正方形 ･ 長方形 ･ ほぼ長方形 ･ ･台形

ほぼ台形 ･ 不整形 ･ ほぼ整形

中間画地 ･ 角地 ･ 準角地 ･ ）方路地(

高低差･ ( ～ ｍ 高 低･

2.評価対象地（対象標準宅地）の状況

画
地
条
件

（36）形状

（38）接面関係 中間画地 ･ 角地 ･ 準角地 ･ ）方路地(

等高 ）  高低差･ ( ～ ｍ 高 低･

（37）間口　　（ｍ）

（39）奥行　　（ｍ）

（41）その他

（42）利用の現況

（43）最有効使用

劣

（5）近隣地域の範囲 

※ ※ ※ ※

※

※

※

※

※

※

※は市町村で記入する。

近商 ･
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＜標準宅地の鑑定評価書の例＞



岩手県花巻市東和町土沢5区183付近

60m 1:1500

Copyright(C)2023 ZENRIN CO., LTD.

禁無断複写複製

服部不動産鑑定株式会社

Z1912718-20230111102754

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

標準宅地番号  7F148

＜標準宅地の位置を示す図面＞

所在地標準宅地番号

近景

遠景

No.

7F148

（様式4　標準宅地調書　別紙2）

東和町土沢５区１８１番

17

（住宅地図など）

＜標準宅地の鑑定評価書の例＞
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３．過疎地域など、取引が少ない宅地の評価

 課題２ 取引事例資料が得られにくい
 
・取引事例として資料化できるものが少ない…Ｐ２０～２３参照
  ①量の問題⇒取引件数そのものの少なさ
  ②質の問題⇒転出者(の承継人)の財産処分など、相場観を意識しない取引の存在

 
 
・実務上の対応
       【事例適格４要件】     【実務上は要件を緩和せざるを得ない】
         場所的同一性 ⇒ 同一需給圏を広域に解釈
         事情の正常性 ⇒ 取引事情を含む事例も採用
         時間的同一性 ⇒ 過去の取引事例も採用
        要因の比較可能性 ⇒ 地域要因格差が大でも採用

課題３  その他、現地確認時の住民対応、要因比較作業のしづらさ等
  

 課題１ 現地の確認作業

 標準宅地が空き家であることが増えた…Ｐ１９参照
   ⇒空き家が長期化した場合、標準的使用や最有効使用の判定をどうするか。
     評価地点を選定替するにしても候補地が少ない、又は無い。
  

＜地域相場を意識する度合い＞
              高   低

       公共取引   競売   転出者の財産処分
       実需に起因  投機的   外部からの転入



所在地標準宅地番号

近景

遠景

No.

1110031

（様式4　標準宅地調書　別紙2）

盛岡市上米内字赤坂19番4 内 所在地標準宅地番号

近景

遠景

No.

1110013

（様式4　標準宅地調書　別紙2）

盛岡市新庄字銭掛50番
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＜空き家とみられる標準宅地の例＞



20人口減少地域における土地利用の変化に対応した鑑定評価手法の検討業務報告書（令和３年3月国土交通省土地・建設産業局）より抜粋



21人口減少地域における土地利用の変化に対応した鑑定評価手法の検討業務報告書（令和３年3月国土交通省土地・建設産業局）より抜粋
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①渋民地区（3,000円/㎡～19,000円/㎡）

②下田地区（3,000円/㎡～16,000円/㎡）

③好摩地区（3,000円/㎡～20,000円/㎡）

⑥地域の人口構成・人口動態 ⑦取引件数（３次データ）：H23-R2

H23.4 R2.4 9年変動 取引件数 宅地9年合計 48件 年平均 5.3件 人口100人当り 1.9件
総人口 2,309 2,557 10.7%
年少人口 362 399 10.2% H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2
生産年齢人口 1,395 1,499 7.5% 宅地 4 4 6 2 6 10 7 5 4
老年人口 552 659 19.4% 農地 1 1 2 4 1 1 1
高齢化率 23.9% 25.8% 1.9% 林地 1

H23.4 R2.4 9年変動 取引件数 宅地9年合計 39件 年平均 4.3件 人口100人当り 1.2件
総人口 3,881 3,314 -14.6%
年少人口 446 302 -32.3% H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2
生産年齢人口 2,377 1,760 -26.0% 宅地 4 3 4 3 3 4 8 3 7
老年人口 1,058 1,252 18.3% 農地 7 4 7 3 4 5 4 2 4
高齢化率 27.3% 37.8% 10.5% 林地

H23.4 R2.4 9年変動 取引件数 宅地9年合計 59件 年平均 6.6件 人口100人当り 1.4件
総人口 4,968 4,361 -12.2%
年少人口 572 402 -29.7% H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2
生産年齢人口 3,037 2,351 -22.6% 宅地 5 5 4 13 3 3 5 8 13 1
老年人口 1,359 1,608 18.3% 農地 1 6 2 8 4 2 3
高齢化率 27.4% 36.9% 9.5% 林地

人口減少地域における土地利用の変化に対応した鑑定評価手法の検討業務報告書（令和３年3月国土交通省土地・建設産業局）より抜粋

＜盛岡市玉山地区の人口推移と取引（事例）の件数＞
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④玉山地区（1,000円/㎡～7,000円/㎡）

⑤薮川地区（600円/㎡～1,600円/㎡）

H23.4 R2.4 9年変動 取引件数 宅地9年合計 3件 年平均 0.3件 人口100人当り 0.2件
総人口 1,514 1,201 -20.7%
年少人口 161 98 -39.1% H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2
生産年齢人口 925 607 -34.4% 宅地 1 1 1
老年人口 428 496 15.9% 農地 1 1 1 1 1
高齢化率 28.3% 41.3% 13.0% 林地 2

H23.4 R2.4 9年変動 取引件数 宅地9年合計 0件 年平均 0.0件 人口100人当り 0.0件
総人口 287 199 -30.7%
年少人口 13 2 -84.6% H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2
生産年齢人口 137 76 -44.5% 宅地
老年人口 137 121 -11.7% 農地 2
高齢化率 47.7% 60.8% 13.1% 林地 1

人口減少地域における土地利用の変化に対応した鑑定評価手法の検討業務報告書（令和３年3月国土交通省土地・建設産業局）より抜粋
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４．取引事例資料を収集する方策について

国土交通省「不動産の取引価格情報提供制度」の枠組みで収集した取引事例を
不動産鑑定業者が（公社）日本不動産鑑定士協会連合会の業務指針・資料規程
に基づき適正に取得し、事例資料として採用[鑑定士協会連合会の会員のみ]

  ・基本的な事例収集手段

自治体の用地取得や売払い等の売買情報の収集[一部自治体のみ]

農地法第５条（農地転用）関連の資料から価格情報を収集[一部自治体のみ]

不動産業者からの情報収集⇒近年は情報管理の関係から困難に

  ・その他の事例収集手段（固定資産標準宅地評価の場合）

  ・取引量が少ないなか、取引事例資料を確保するために

「不動産の取引価格情報提供制度」の取引価格アンケートの回答率アップ
 ⇒基本的に国交省マター

自治体（都道府県含む）関与取引に係る取引情報の提供の円滑化

その他




